
町民の皆様へ    

舟形町豪雪対策本部 本部長(舟形町長) 森  富 広 
                                        

令和８年１月２９日 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「舟形町豪雪対策本部」を設置しました 

今後も降雪が続くことが予想されるため、 

「舟形町豪雪対策本部」（令和８年１月２９日付け）を設置しました。 

町民の安全の確保と、雪による被害を未然に防止するため、 

次の点について十分に注意をお願いします。 

１．除雪中の事故防止のポイント  
 （１）屋根の除雪作業 
   〇 雪下ろしは２人以上で。 
   〇 「ハシゴ」はしっかり固定。 
   〇 気温が高い時は、屋根の雪のゆるみに注意。 
   〇 命綱とヘルメットを必ず着用。 
  
（２）除雪機による除雪作業 

   〇 作業中は、まわりに人を近づかせない。 
   〇 雪詰まり時は、必ずエンジンを停止し、雪かき棒を使用。 
   〇 作業の時以外は、必ずエンジンを停止。 
   〇 後進時は、足元や後方の障害物、段差などに注意。 
  
２．道路除雪等に係るお願い  

〇 危険ですので除雪車などに近づかないで下さい。 
〇 除雪作業の妨げになる路上駐車はやめましょう。 

   〇 消防車などの緊急車両の通行の妨げとなりますので、道路に雪を絶対に出さない 
で下さい。※消雪道路の散水ノズル周辺への投雪も厳禁。 

   〇 各家庭で除雪を行う際は、通学路の確保にご協力下さい。 
    
３．流雪溝利用時についてのお願い  

○ 一度に大量の雪を投入することで流雪溝があふれたり、詰まったりする事態が発 
生しています。流雪溝へ排雪する際は、各流雪溝利用組合で決めたルールに従っ 
て行うようにして下さい。 

   〇 蓋がある場合、蓋を開けている場合は目印になるものを置き、投雪が終わりまし
たら、速やかにしっかりと閉めて下さい。 

   〇 流雪溝を利用しての除雪作業中は、目印になるものを置きましょう。 
 

４．屋根からの落雪対策についてのお願い  
○ 屋根からの落雪により歩行者や車への被害が発生した場合、その建物の所有者 
  の責任となります。日頃から屋根の雪の状態を確認し適切に対処して下さい。 

また、万が一道路に落雪した場合は、建物の所有者（管理者）の方で道路の排雪 
作業を行なって下さい。 

○ 屋根からの落雪による事故を防止するため、危険箇所に「落雪注意」や「頭上注 
意」などの表示やロープを張るなどの安全対策をして下さい。 
  

 

 

 

 
 

  

第５１回衆議院議員総選挙

大雪や吹雪の影響で道路状況が悪くなっています。
期日前投票にお越しの際は、足元に十分注意してお越しください

除雪作業中の事故に注意！ 

 

投票日：２月８日㈰ 

※ 裏面に続きます 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
５．農業施設等の雪害対策について  

〇 最新の気象情報を参考に、低温による凍害などの低温障害や大雪、断続的降雪によ 
る雪害の防止に努めて下さい。 

〇 ハウスの肩部を超えた積雪時や、ハウス上部の雪が滑落せずに残った状態の場合、

パイプへの着雪などによるハウス倒壊の被害が懸念されます。今後の気象情報や安

全を十分に確認した上で、ハウス周辺の状況を点検し、必要に応じて除雪等の雪害

対策を行なって下さい。 

〇 大雪後は融雪に伴うパイプや枝の牽引による被害が想定されるので、注意すると 

ともに、周囲と連携した農道の確保や除雪等作業時の事故等に留意して下さい。 
 

６．町指定の排雪場所について  
○ 排雪に困っている方は、安全に十分配慮し、次の排雪場所を利用して下さい。 

  なお、雪以外のものは絶対に捨てないで下さい。 

・長沢大谷ヤナ場上流 ・舟形十二河原左岸 ・富長橋下流左岸 ・堀内重作前県道跡地 

 

７．雪下ろし作業等について  
（１）  所得税非課税世帯で、概ね 65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及び心身障害 

者世帯で、且つ自力または親族等の協力による除雪が困難な世帯を対象に、除雪費 

の助成を行なっています。 

詳しくは、健康福祉課、社会福祉協議会または民生委員までお問い合わせ下さい。 
 
（２） 屋根の雪下ろし作業についてお困りの方は、下記業者にご相談して下さい。 

    ※舟形町が業者を斡旋するものではございません。 

また、作業を依頼する場合は有料（作業員、重機、ダンプ等）です。 

直接、業者にお問い合わせ下さい。 
 

事 業 者  ※五十音順 所在地 電話番号 

（株）柿崎建設工業 富田 ３２－２９０２ 

（株）門脇産業 堀内 ３５－２１２１ 

（同）クラフＴＲＵＳＴ（トラスト） 舟形 090-4042-8670 

（株）齊藤工務店 堀内 ３５－２７２６ 

曽根田板金工業  ※重機等を使用する排雪は不可 舟形 ３２－３０１０ 

匠塗装      ※重機等を使用する排雪は不可 長沢 090-4887-3809 

沼沢修建築    ※重機等を使用する排雪は不可 舟形 090-6785-6339 

星川塗装店    ※重機等を使用する排雪は不可 舟形 090-2607-9191 

 

＜お問い合わせ＞ 

舟形町役場 ℡ 32-2111(代表) ※休日の場合は代表電話へご連絡して下さい。 

【総 合 窓 口】危機管理室(32-0155）  【農業施設関係】農業振興課(32-0947) 

【道路除雪関係】地域整備課(32-0915)  【高齢者等関係】健康福祉課(32-0655) 

【高齢者除雪】社会福祉協議会(32-2733) 


